
 
3 国及び地方公共団体における買物弱者対策の実態  

(1) 国における買物弱者対策の現状 

実 態 説明図表番号 
国における買物弱者対策については、明確な所管府省（特に中心となって

対策を進めている府省）は存在せず、関係府省がそれぞれの所管行政におい

て推進している施策が、結果的に買物弱者対策に資するものとなっている現

状にある。 
このため、関係府省の事業についても、過去には買物弱者対策を主たる目

的として実施していると考えられる補助事業（経済産業省による「地域自立

型買い物弱者対策支援事業」（平成 24 年度）等）が実施されたこともあるが、

多くは買物弱者対策をその主たる目的とするものではなく、関係府省の所管

行政の推進のための事業が、結果として買物弱者対策に資する事業になって

いる。 
本項目においては、平成 23 年度から 27 年度までに実施された施策であっ

て、当省が買物弱者対策の推進に資すると判断したものについて、次のとお

り、関係府省別に整理した。 

  

図表 3-(1)-① 

 

 

 

図表 3-(1)-② 

ア 内閣府 

内閣府（地方創生推進事務局）は、地方創生の推進を図るため、まち・

ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）により、内閣に置かれた

「まち・ひと・しごと創生本部」の事務局である内閣官房まち・ひと・し

ごと創生本部事務局と一体となって、地方創生の推進を図る施策に取り組

んでいる。また、内閣府は、①中心市街地活性化・都市再生・地域再生の

推進等を図るための基本的な政策に関する事項、②総合特別区域制度等を

所管しており、これら「地方創生」等の観点から、買物弱者対策に関連す

る施策等を実施している。 

具体的には、地方創生推進交付金等の補助事業、集落等の活性化に関連

する事業についての地方公共団体からの照会に対する窓口の設置等によ

り、地方公共団体等における買物弱者対策に資する事業を支援している。

 

 

図表 3-(1)-③ 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(1)-④ 

イ 総務省 

総務省は、①地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進、②過

疎対策に係る地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関する

事務等を所管しており、これら「地域振興及び過疎対策」の観点から、買

物弱者対策に関連する施策等を実施している。 
また、ＩＣＴ利活用の推進等も所管しており、地域における「ＩＣＴの

利活用促進」の観点からも、買物弱者対策に関連する施策等を実施してい

る。 

具体的には、地方交付税措置や補助事業、地域振興に関する調査研究の

実施、地域おこし協力隊等による人的支援等により、地方公共団体等にお

 

図表 3-(1)-⑤ 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(1)-⑥ 
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ける買物弱者対策に資する事業を支援している。 

 

ウ 厚生労働省 

厚生労働省は、①少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関

の事務の調整、②社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整、③老人の

福祉の増進、④老人の保健の向上、⑤地域における保健及び社会福祉の向

上及び増進、⑥介護保険事業等を所管しており、これら「社会福祉」及び

「高齢者福祉」の観点から、買物弱者対策に関連する施策等を実施してい

る。 

具体的には、各種補助事業等、地域包括ケアシステムの推進等により、

地方公共団体等における買物弱者対策に資する事業を支援している。この

ほか、雇用改善のための施策（補助金等）が、地方公共団体等における買

物弱者対策に資する事業に活用されている例がある。 
 

 

図表 3-(1)-⑦ 

 

 

 

 

 

図表 3-(1)-⑧ 

エ 農林水産省 

農林水産省は、①食品産業の育成等、②農畜産物の生産、流通及び消費

の増進・改善等を所管しており、これら「食品流通」の観点から、買物弱

者対策に関連する施策等を実施している。また、農山漁村及び中山間地域

等の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進を所管してお

り、これら「農山漁村振興」の観点からも、買物弱者対策に関連する施策

等を実施している。  
具体的には、農林水産政策研究所において、「食料品アクセス問題」の現

状分析、調査研究等を行っているほか、食料品アクセス環境改善対策事業

を始め各種補助事業等により、地方公共団体等における買物弱者対策に資

する事業を支援している。 

 

 

図表 3-(1)-⑨ 

 

 

 

 

 

図表 3-(1)-⑩ 

オ 経済産業省 

経済産業省は、①産業組織の改善、②地域における商業振興、③物資の

流通の効率化及び適正化、④中心市街地活性化等を所管しており、これら

「商業振興」、「物流効率化」及び「市街地活性化」の観点から、買物弱者

対策に関連する施策等を実施している。 
また、中小企業庁は、①中小企業の育成及び発展、②経営改善・向上、

③新たな事業の創出、連携等を所管しており、これら「中小企業の発展等」

の観点からも、買物弱者対策に関連する施策等を実施している。 
具体的には、「買い物弱者応援マニュアル」の作成、国や地方公共団体等

による買物弱者対策に資する補助事業等の取りまとめ等を行っているほ

か、各種の補助事業等により、地方公共団体等における買物弱者対策に資

する事業を支援している。 
 

 

図表 3-(1)-⑪ 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(1)-⑫ 
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カ 国土交通省 

国土交通省は、①国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的

な政策の企画及び立案並びに推進、②社会資本整備の推進、③地域的な交

通に関する基本的な計画及び地域における交通調整、④貨物流通の効率化、

円滑化及び適正化、⑤貨物利用運送事業の発達、改善及び調整、⑥地方の

振興等を所管しており、これら「国土計画」、「貨物流通」及び「地域公共

交通確保」の観点から、買物弱者対策に関連する施策等を実施している。

具体的には、「小さな拠点」の取組の推進、物流の効率化のための調査研

究、各種の補助事業等により、地方公共団体等における買物弱者対策に資

する事業を支援している。 
 

 

図表 3-(1)-⑬ 

 

 

 

 

 

図表 3-(1)-⑭ 

キ 買物弱者対策が主たる目的であると考えられる事業 

  関係府省が実施している買物弱者対策に資する事業のうち、買物弱者対

策が主たる目的であると考えられる事業は、農林水産省及び経済産業省の

一部の補助事業に限られている。 
このうち、農林水産省の補助事業は、食品流通業者と市町村等の地域の

関係者が連携して設置・運営する企画検討会による検討を支援するもので、

事業者が実施する買物弱者対策に資する取組を直接的に支援するものでは

ない。 
また、経済産業省の補助事業は、補正予算により実施されている単年度

限りの事業であり、平成 27 年度以降は実施されていない。経済産業省で

は、「経済産業省の買物弱者対策は、全国の地方公共団体、住民及び事業者

に対するベストプラクティスの普及啓もう及び事案ごとに異なる効果的な

解決手法に係る助言を行うことを対策の中心としている。このため、同省

の補助事業はベストプラクティス構築のための補正予算による単年度事業

に特化している」としている。 

 

図表 3-(1)-⑮ 
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図表 3-(1)-① 買物弱者対策に関連する国の施策マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 当省の調査結果による。 

 

 

図表 3-(1)-② 買物弱者対策に資する国の主な補助事業等マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 当省の調査結果による。 
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図表 3-(1)-③ 内閣府設置法（平成 11年法律第 89 号）＜抜粋＞ 

（所掌事務） 

第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要とな

る次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務（内閣官房が行う内閣法（昭和二十

二年法律第五号）第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。）をつかさどる。 

一～三 （略） 

四 中心市街地の活性化（中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第一条に

規定するものをいう。）の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 

五 都市の再生（都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第一条に規定するものをいう。）

及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項 

六 （略） 

七 構造改革特別区域（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第二条第一項に規定

するものをいう。）における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政

策に関する事項 

八 地域再生（地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第一条に規定するものをいう。）の総合的

かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 

九 （略） 

十 総合特別区域（総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）第二条第一項に規定するもの

をいう。第三項第三号の五において同じ。）における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の

推進を図るための基本的な政策に関する事項 

十一 国家戦略特別区域（国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第二条第一項に規定

するものをいう。第三項第三号の六において同じ。）における産業の国際競争力の強化及び国際的

な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項 

十二～二十九 （略） 

２ （略） 

３ 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつ

かさどる。 

一～二 （略） 

二の二 中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。

三 （略） 

三の二 構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。

三の三 地域再生法第五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一

項の交付金に関すること（同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための

交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関す

ることに限る。）、同法第十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再

生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定

及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。 

三の四 （略） 

三の五 総合特別区域法第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法

第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一

項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に

関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同

法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六

条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金

の支給に関すること並びに総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関

- 66 -



する関係行政機関の事務の調整に関すること。 

三の六 国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域

計画に関すること、同法第十六条の四第三項に規定する指針の作成に関すること、同法第二十八

条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給

に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の

拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 

四～六十二 （略） 

 

（地方創生推進事務局） 

第四十条の二 地方創生推進事務局は、第四条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十号及び

第十一号並びに第三項第二号の二、第三号の二、第三号の三、第三号の五及び第三号の六に掲げる

事務をつかさどる。 

２～４ （略） 

 

（参考）まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）＜抜粋＞ 

（設置） 

第十一条 まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るため、内閣に、まち・ひと・しごと創生本

部（以下「本部」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第十二条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。 

二 まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関する施策で重要なものの企画及び立

案並びに総合調整に関すること。 
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図表 3-(1)-④ 買物弱者対策に関連する内閣府の主な施策 

【制度、具体的な取組等】 

① 「小さな拠点」づくりに係る国の関連施策一覧の取りまとめ等 

中山間地域等の集落生活圏において、安心して暮らしていく上で必要な生活サービスを受け続け

られる環境を維持していくために、地域住民が、地方公共団体や事業者、各種団体と協力・役割分

担をしながら、各種生活支援機能を集約・確保したり、地域の資源を活用し、しごと・収入を確保

する取組を「小さな拠点」づくりと位置付け、これを実践するに当たり活用可能な国の関連施策を、

関係府省の協力を得て取りまとめ、ホームページに掲載している。また、「住み慣れた地域で暮らし

続けるために～地域生活を支える「小さな拠点」づくりの手引き～」を作成し、ホームページに掲

載している。 

  

 

② 「集落等の活性化に関連する相談（ワンストップ窓口）」の設置 

集落等の活性化に関連する事業について、地方公共団体が最適な事業を選択できるよう、ワンス

トップ窓口を設置し、各府省の「小さな拠点」の支援メニュー（事業）についての照会等に対応す

るほか、総務省の「過疎地域等自立活性化推進交付金」及び国土交通省の「「小さな拠点」を核とし

た「ふるさと集落生活圏」形成推進事業」の事業申請窓口も担っている。 

 ・ 「集落等の活性化に関連する相談（ワンストップ窓口）」のページ（内閣府地方創生推進事務局）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/onestop_shuraku.html 

 

③ 「地域活性化伝道師」派遣制度 

地域活性化に向け意欲的な取組を行おうとする地域に対して、地域興しのスペシャリスト（地域

活性化伝道師）を紹介し、指導・助言などを行う「地域活性化伝道師」を派遣する制度を設けてお

り、平成 28 年 4 月 1 日現在、350 人の伝道師が登録されている。 

平成 27 年度には 18人を全国 21 地域に派遣しているが、これまでには、買物弱者対策に関連する

内容（商店会振興）を含むものもみられる。 
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④ 地方創生コンシェルジュ 

「地方版総合戦略」に沿って施策展開を進め、地方創生に取り組む地方公共団体に対して、国が

相談窓口を設け積極的に支援するための体制として、当該地域に愛着のある国の職員を選任し、地

方からの相談に応じるものである。 
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【補助金等】 

① 特定地域再生事業費補助金（平成 24～26 年度） 

少子高齢化への対応など、全国の地域に共通する重要な政策課題（特定政策課題）の解決に資す

る地域再生計画の策定・事業の実施を支援するものである。このうち、「特定地域再生計画策定費」

は、特定政策課題の解決に資する地域再生計画を策定しようとする地方公共団体が、地域の将来像

や課題の解決のための取組について住民や関係団体との合意形成を図るため、調査等を実施する場

合に補助金を交付するものであり、「特定地域再生計画推進事業」は、地方公共団体やＮＰＯ等のう

ち地域再生推進法人として指定された者が、特定政策課題の解決に資する地域再生計画に記載され

た事業を実施する場合に補助金を交付するものである。 

  これまでには、「地域協働による高齢者等買い物支援の推進」などの買物弱者対策に関連する事業

が採択された例がある。 
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② 地域再生戦略交付金（平成 26年度、27年度） 

地域再生の観点から、地域が直面する課題への地域の創意工夫による実効ある取組を後押しする

もので、ⅰ）地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）に基づく地域再生計画を策定する地方公共団体

が、協議会を設置して地域の創意工夫による課題解決のための取組について住民や関係団体等との

合意形成を図るために行う調査等の実施を支援する「地域再生計画策定事業」と、ⅱ）地域の創意

工夫による地域の課題解決を後押しする仕組みとして、内閣総理大臣が認定する地域再生計画に位

置付けられた事業であって、既存の補助等制度の対象事業と一体的に実施することで効果が高まる

ものを支援する「地域再生戦略事業」がある。 

平成 27 年 6 月に「地域再生法の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第 49 号）が公布され、地

域再生計画の認定を受けた市町村が地域再生土地利用計画を作成し、都道府県知事の同意を得るこ

とで、農地法（昭和 27 年法律第 229 号）、農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58

号）、都市計画法の特例を活用することができる、「小さな拠点の形成を促進するための措置」が

追加された。 

 

【買物弱者対策への活用例】 
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③ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）（平成 26 年度）、地方創生加速化

交付金（27 年度）、地方創生推進交付金（28 年度） 

「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）」は、都道府県及び市町村によ

る地方版総合戦略の早期かつ有効な策定と、これに関する優良施策等の実施に対し、国が支援する

ものである。これは、地方版総合戦略の策定が始まった平成 27年度に「地方創生加速化交付金」に

引き継がれ、さらに、28年度には、地方版総合戦略の本格的な推進に向け、「地方創生推進交付金」

に引き継がれた。「地方創生推進交付金」は、地方公共団体の自主的・主体的な取組で先導的なもの

を支援するものであり、「小さな拠点」の整備など、買物弱者対策にも活用できるが、基本的には、

仕組みづくり等のソフト面に関する取組であって、複数の拠点や複数の市町村が連携して取組を行

うような場合に活用することが想定されている（拠点整備等のハード事業は国土交通省の、単独の

市町村等によるソフト面の取組は総務省等の事業を活用することが求められている。）。 
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（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 平成 29年 5月 31日現在 

 

【買物弱者対策への活用例】（地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）） 
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④ 小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制（平成 28年度～） 

地域再生法に基づく認定を受けた地域再生計画に定められた集落生活圏内において、地方公共団

体と連携し、「小さな拠点」の形成に資する事業（地域産品の開発・販売や農家レストランの運営な

どのコミュニティビジネスや住民向け生活サービス）を営む株式会社に対して個人が出資した場合

に、出資者に対する所得税の控除が受けられる制度であり、平成 28年度からの 2年間の特別措置と

して設けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 内閣府等の資料に基づき、当省が作成した。 
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図表 3-(1)-⑤ 総務省設置法（平成 11年法律第 91 号）＜抜粋＞ 

（所掌事務） 

第四条 総務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。  

 一～十九 （略） 

二十 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 

二十一～五十六 （略） 

五十七 符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信（以下「情報の電

磁的流通」という。）のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律並びにこれらの施設の整

備の促進に関すること。  

五十八 （略） 

五十九 前二号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。 

六十～六十八 （略） 

六十九 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。 

七十 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。 

七十一～九十六 （略） 

２ （略） 
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図表 3-(1)-⑥ 買物弱者対策に関連する総務省の主な施策 

【制度、具体的な取組等】 

① 過疎対策事業債（平成 12年度～） 

過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法律第 15 号）に基づく過疎地域の市町村に対し、過

疎地域自立促進市町村計画に基づき行う事業（買物弱者対策に資する事業も含まれる。）の財源と

して特別に発行が認められた地方債である。従来、ハード事業のみが認められていたが、平成 22

年度からソフト事業も対象とされた。 

 

【買物弱者対策への活用例】 

 

② 地方財政計画・重点課題対応分（平成 28 年度～） 

「地域運営組織の運営支援のための経費」及び「高齢者等のくらしを守る経費」（高齢者交流、

声かけ・見守り、買物支援、弁当配達・配給食、雪下ろし等に係る所要の経費）について、地方財

政計画に計上するものである。 

 

③ 地域振興に関する調査研究の実施（平成 25～27 年度） 

  次のような調査研究を実施し、その結果をとりまとめ、公表している。 

ア ＲＭＯ（地域運営組織）による総合生活支援サービスに関する調査研究事業（平成 25年度）

地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成するコミュニティ組織によ

り生活機能を支える事業主体（地域運営組織（Region Management Organization））が展開する

総合生活支援サービスについて検討することを目的とした調査研究事業（モデル事業の実施を

含む。）である。その成果等については、「ＲＭＯ（地域運営組織）による総合生活支援サービス

に関する調査研究報告書」（平成 26 年 3 月総務省地域力創造グループ地域振興室）に取りまと

められている。 
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イ 公民連携・既存ストック有効活用による地域活性化に関する調査研究事業（平成 25年度） 

地域やコミュニティの活性化のため、公民の連携により、既存ストックを有効活用すること

を通じて地方都市の「まちなか」を活性化する方策を検討することを目的とした調査研究事業

（モデル事業の実施を含む。）である。その成果等については、「公民連携・既存ストック有効活

用による地域活性化に関する調査研究事業報告書」（平成 26 年 3 月総務省地域力創造グループ

地域振興室）に取りまとめられている。 

 ウ 暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業（平成 26、27 年度） 

地域で暮らす人々が中心となって形成され、小さな自治機能を果たしている「地域運営組織」

が抱える課題について検証するとともに、持続的な活動を確保するための方策を検討すること

を目的とした調査研究である。その成果等については、「暮らしを支える地域運営組織に関する

調査研究事業報告書」（平成 27年 3月及び 28年 3月総務省地域力創造グループ地域振興室）に

取りまとめられている。 

 エ 地域における生活支援サービス提供の調査研究事業（平成 26年度） 

地域においてコミュニティビジネスを活用しながら生活支援サービスを継続的に展開する取

組を調査し、持続可能な課題解決モデルを提案することを目的とした調査研究事業（モデル事

業の実施を含む。）である。その成果等については、「平成 26年度地域における生活支援サービ

ス提供の調査研究事業報告書」（平成 27 年 3 月総務省地域力創造グループ）に取りまとめられ

ている。 

オ 公民連携によるまちなか再生事例に関する調査研究事業（平成 26 年度）、条件不利地域にお

ける日常生活機能確保のための実証事業（27 年度） 

毎日の買物のための地域住民の集まりから、人や情報の集積・交流により地域活性化につな

げる、中山間地域の拠点としての新しい「よろずや」づくりの取組についての調査研究である。

その成果等については、「「小さな拠点」の形成に向けた新しい「よろずや」づくり（「公民連携

によるまちなか再生事例に関する調査研究事業」報告書）」（平成 27 年 3 月総務省自治行政局地

域振興室）及び「平成 27 年度条件不利地域における日常生活機能確保のための実証事業報告

書」（平成 28 年 3 月総務省自治行政局地域振興室）に取りまとめられており、その中では、1軒

の店舗で生活に必要な様々な商品を取り扱う「よろずや」の全国各地の事例が紹介されている。

 

④ 地域おこし協力隊（平成 21 年度～） 

地方公共団体が、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移し、生活の拠点を移し

た者を「地域おこし協力隊員」として委嘱するものである。隊員は、一定期間、地域に居住して地

域おこしの支援や住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着

を図ることとされているが、隊員の活動に要する経費等について、特別交付税により財政支援が

行われている。 

 

⑤ 集落支援員（平成 20年度～） 

地方公共団体が、地域の実情に詳しい人材で、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有し

た人材を「集落支援員」として委嘱するものである。集落支援員は、集落への「目配り」として、

集落の状況把握、集落点検の実施、住民と住民、住民と市町村の間での話し合いの促進等を実施

しているが、支援員の活動経費について、特別交付税により財政支援が行われている。 

 

【買物弱者対策への活用例】（当省の調査結果により把握したもの） 

  広島県神石高原町は、同町が実施している｢神石高原町買物困難者支援及び安否確認事業｣にお

いて、平成 26 年度から利用者からの利用登録の審査や登録、移動販売受託事業者へのサービス依

頼など、事務的な業務において、集落支援員を活用している。 
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⑥ 「地域力創造アドバイザー」の派遣（平成 20年度～） 

地域独自の魅力や価値の向上に取り組むことで、地域力を高めようとする市町村が、地域活性

化の取組に関する知見やノウハウを有する外部専門家（「地域人材ネット」登録者、通称「地域力

創造アドバイザー」）を招へいするものである。総務省において外部専門家に関する情報提供を行

うとともに、招へいに必要な経費について、特別交付税により財政支援が行われている。 

  アドバイザーの中には、自治組織を中心とした買物弱者支援の実践に取り組んでいる者もみら

れる。 

 

⑦ 地域情報化アドバイザー・ＩＣＴ地域マネージャー（平成 19 年度～） 

ＩＣＴを地域の課題解決に活用する取組に対して、知見・ノウハウ面の支援を強化するため、

地域の要請に基づき、総務省から委嘱を受けた「地域情報化アドバイザー」を派遣したり、ＩＣＴ

基盤・システムを利活用して効率的・効果的な事業の運営を検討する地域に対し、実務的・技術的

ノウハウ等を有する「ＩＣＴ地域マネージャー」を一定期間にわたり派遣するものである。 

  （一財）全国地域情報化推進協会のホームページには、地域情報化アドバイザーが支援を実施

した地方公共団体などから優良団体を分野別に紹介しており、その中には買物弱者対策を講じた

ものも含まれている。 

 

【補助金等】 

① 過疎地域等自立活性化推進交付金（平成 22年度～） 

過疎地域市町村等を対象に、過疎地域における喫緊の諸課題に対応するための対策や、過疎地

域市町村等が取り組む先進的で波及性のあるモデル事業（ソフト事業）に交付金を交付するもの

である。 
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【買物弱者対策への活用例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域雇用創造ＩＣＴ絆プロジェクト補助金（平成 22、23 年度） 

地域に根ざした雇用創造を推進するため、公共サービス分野及び地場産業分野においてＩＣＴ

の利活用により、地域課題の解決の実現とともに地域雇用の創出、地域人材の有効活用を図る取

組に補助金を交付するものである。 

 

【買物弱者対策への活用例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 79 -



③ 地域ＩＣＴ利活用広域連携事業補助金（平成 22～24 年度） 

複数の地方公共団体が広域連携しつつ、ＮＰＯ等をはじめとする地域ＩＣＴ人材を効果的育成・

有効活用することにより、効率的なＩＣＴ利活用に資する取組を委託事業として実施するもので

ある。 

 

【買物弱者対策への活用例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ＩＣＴまち・ひと・しごと創生推進事業（平成 26年度～） 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえ、ＩＣＴの一層の利活用により、農業、医療、防

災など各分野で地域が直面する課題解決に貢献し、各地域の産業や行政の効率化、生産性向上を

通じて地域の活性化に資するために行う事業であって、 

ア これまで全国において実施してきたＩＣＴを活用した街づくり（注）の成果事例、地域情報化

大賞において表彰された成果事例を活用し、これらの成果事例において構築したシステムの「横

展開」や、自立的・持続的な推進体制の整備等を通じて、各分野で地域が直面する課題解決に貢

献するとともに、地域の活性化に資するもの 

イ ＩＣＴの利活用を推進し、企業活動変革による地域の業務の効率化や、地域拠点の活用など

を通じて、地域の産業の効率化や生産性向上に貢献するとともに、地域の活性化に資するもの

について補助金を交付するものである。 

（注） ＩＣＴ街づくり推進事業（平成 24～26 年度）によるもの 
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【買物弱者対策への活用例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 総務省の資料に基づき、当省が作成した。 
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図表 3-(1)-⑦ 厚生労働省設置法（平成 11年法律第 97号）＜抜粋＞ 

（所掌事務） 

第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 （略） 

二 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 

三～八十 （略） 

八十一 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 

八十二～八十九 （略） 

九十 老人の福祉の増進に関すること。 

九十一 老人の保健の向上に関すること。 

九十二 地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。 

九十三 介護保険事業に関すること。 

九十四～百一 （略） 

２～３ （略） 
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図表 3-(1)-⑧ 買物弱者対策に関連する厚生労働省の主な施策 

【制度、具体的な取組等】 

① 地域包括ケアシステムの構築 

厚生労働省では、団塊の世代が 75歳以上となる 2025 年（平成 37年）を目途に、重度な要介護状

態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医

療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を実現

することを目指している。地域包括ケアシステムは、おおむね 30 分以内に必要なサービスが提供さ

れる日常生活圏域（具体的には中学校区）を単位として想定され、「介護・リハビリテーション」、「医

療・看護」、「保健・予防」、「福祉・生活支援」、「住まいと住まい方」という五つの構成要素（分野）

から成り立っており、この「生活支援」の中に、買物弱者対策に資する取組も含まれ得る。 

また、老人保健事業推進費等補助金に基づく各種事業によって、過疎地域の実態に即した地域包

括ケアシステムの実現に向けた手法や、生活支援サービスのコーディネート機能の考え方等に関す

る調査研究、地域包括ケアシステムの好事例集の作成等が行われている。これらの中では、移動販

売や買物ツアーの実施等の取組も紹介されている。 

 

② 認知症施策推進総合戦略 

団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年を見据え、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住

み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指し、「認知症施策

推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～」を関係 11

府省庁と共同で策定している（平成 27 年 1 月 27 日）。この中では、基本的な施策の柱の一つとして

「認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進」を掲げ、買物などの家事支援、配食サー

ビス、買物弱者への宅配サービス等の提供等を支援することを規定している。 

  

「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向け

て～」（平成 27年 1月 27 日）＜抜粋＞ 

 

第２．具体的な施策 

５．認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進 

【基本的考え方】 

生活の支援（ソフト面）、生活しやすい環境（ハード面）の整備、就労・社会参加支援及び安

全確保の観点から、認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりを推進する。 
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(1) 生活の支援 

○ 一人暮らし高齢者や夫婦二人のみ世帯が増加する中で、例えば、買い物、調理、掃除な

どの家事支援サービス、配食サービス、外出支援サービス、買物弱者への宅配サービスの

提供等を支援する。 

 

  厚生労働省のホームページにおいて公表されている「認知症施策推進総合戦略に係る平成 27年度

当初予算案」には、上記の「家事支援、配食支援、外出支援、買物弱者への支援」に関係する施策

として、総務省の地域おこし協力隊や集落支援員による人材の活用施策、暮らしを支える地域運営

組織に関する調査研究事業、厚生労働省の生活支援体制整備事業、農林水産省の移動販売・小型店

舗の開設・宅配サービス等の検討支援（食料品アクセス環境改善対策事業）、経済産業省の買物弱者

対策のための支援（買物環境整備促進事業）等が掲載されている。 

 

【補助金等】 

① 介護基盤緊急整備等臨時特例基金（地域支え合い体制づくり事業）（平成 21～26 年度） 

介護基盤緊急整備等臨時特例交付金等により都道府県に造成された基金を活用して行う特別対策

事業として、「地域支え合い体制づくり事業」がある。これは、地方公共団体、住民組織､ ＮＰＯ､

福祉サービス事業者等との協働により、見守り活動チーム等の人材育成、地域資源を活用したネッ

トワークの整備、先駆的･パイロット的な事業の立ち上げ支援など、日常的な支え合い活動の体制づ

くりの立ち上げに対するモデル的な助成を行うものである。 

同事業は、地域における高齢者等の支援を行うＮＰＯの立ち上げ支援等に活用でき、買物弱者対

策としては、買物代行や買物付添いなどを行う活動にも活用し得る。 
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② 地域支援事業 

地域包括ケアシステムの構築を推進するため、介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）に基づき、

市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止

及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働

省令で定める基準に従って、地域支援事業として、「介護予防・日常生活支援総合事業」を行うもの

とされている（介護保険法第 115 条の 45 第 1 項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「介護予防・日常生活支援総合事業」を構成する事業である「介護予防・生活支援サービス

事業」では、「その他の生活支援サービス」として、配食サービスや買物支援などを実施することが

できる。 
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また、市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業等のほか、地域支援事業として、介護保険事

業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業を行うこ

とができ（いわゆる「任意事業」）、これにより、配食サービスなど買物弱者対策に資する取組も実

施されている。 
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③ 安心生活創造事業（平成 21～26 年度） 

介護保険サービスなどの既存の公的サービスの対象とならない状態であるが一人暮らしなどで日

常的な家族のサポートを得られない高齢者が、地域で安心して暮らすことができるよう、地域から

孤立する可能性があり、定期的な基盤支援（悲惨な孤立死などを予防するための見守り・買物支援）

が必要な者を対象に、3原則（①基盤支援を必要とする人々とそのニーズを把握する、②基盤支援を

必要とする人がもれなくカバーされる体制をつくる、③それを支える安定的な地域の自主財源確保

に取り組む）に基づき実施する事業について、国（厚生労働省）がその費用の一部を補助するもの

である。 

当該事業は、平成 21年度から 23 年度までの間に全国 58の地方公共団体においてモデル事業とし

て実施され、その効果を検証し、全国へ先駆的取組として情報発信などを行うこととされていたこ

とから、厚生労働省は、平成 24 年 8 月に「安心生活創造事業成果報告書」を取りまとめている。 

 

④ 雇用対策事業（平成 20～28 年度） 

  地域の雇用失業情勢が厳しい時期において、離職を余儀なくされた方の雇用機会を創出するため、

国の交付金等により都道府県に基金を造成し、地方公共団体が当該基金を活用し、民間企業等に事

業委託し、又は地方公共団体が直接事業を実施し、当該受託者又は直接事業を実施する地方公共団

体が求職者を新たに雇い入れることにより、雇用を創出する事業である。当該基金を活用して実施

された事業の中には、買物弱者対策に資する取組が行われたものもある。 

 

【平成 23年度以降に実施された雇用対策事業（震災対応事業を除く。）】 

・ ふるさと雇用再生特別基金事業（平成 20～24 年度） 

・ 起業支援型地域雇用創造事業（平成 24～26 年度） 

・ 重点分野雇用創出事業（平成 21～25 年度） 

・ 地域人づくり事業（平成 25～28 年度） 

 

【買物弱者対策への活用例】（ふるさと雇用再生特別基金事業を活用した事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 厚生労働省の資料に基づき、当省が作成した。 
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図表 3-(1)-⑨ 農林水産省設置法（平成 11年法律第 98号）＜抜粋＞ 

（所掌事務） 

第四条 農林水産省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一～九 （略） 

十 食品産業その他の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。 

十一 食品産業その他の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関すること。 

十二～十三 （略） 

十四 農畜産物（蚕糸を含む。）の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 

十五～三十七 （略） 

三十八 農山漁村及び中山間地域等（食料・農業・農村基本法（平成十一年法律第百六号）第三十

五条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。）の振興に関する総合的な政策の企画及び

立案並びに推進に関すること。 

三十九 豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）第二条第一項の豪雪

地帯をいう。）の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関するこ

と。 

四十 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及

び助成に関すること。 

四十一～八十七 （略） 

２ （略） 
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図表 3-(1)-⑩ 買物弱者対策に関連する農林水産省の主な施策 

【制度、具体的な取組等】 

① 「食料品アクセス（買い物弱者・買い物難民等）問題ポータルサイト」（平成 24年度～） 

全国の地方公共団体や事業者が食料品アクセス問題の解決に向けた取組に役立てられるよう、平

成 24年度から、食料品アクセス問題への取組方法や支援施策、先進事例、調査結果等の情報を掲載

した「食料品アクセス（買い物弱者・買い物難民等）問題ポータルサイト」（http://www.maff.go.j

p/j/shokusan/eat/syoku_akusesu.html）を開設している。 

このサイトでは、次のような情報が掲載されている。 

 ⅰ 食料品アクセス（買い物弱者等）問題の現状 

・ 全国の市町村による対策の取組状況等を調べたアンケート調査結果（後述②） 

・ 各地の買物困難者の人口割合を地図上にマッピングした「食料品アクセスマップ（農林水産

政策研究所）」等、研究機関等による食料品アクセス問題に関する研究報告等（後述③） 

 ⅱ 食料品アクセス（買い物弱者等）問題への取組方法 

・ 買物弱者支援の方法を解説した「農山漁村の買物支援マニュアル」等 

ⅲ 食料品アクセス（買い物弱者等）問題の取組事例 

 ⅳ 企業・団体による全国を対象とした買物支援の取組事例 

ⅴ 地方公共団体等が作成した買物支援の冊子やパンフレット 

ⅵ 関係府省、地方公共団体等による補助事業等の様々な支援施策 

ⅶ 食料品アクセス（買い物弱者等）問題関連の関係府省リンク 

 

② 食料品アクセス問題に関する全国市町村アンケート調査（平成 23 年度～） 

食料品アクセス問題に対する市町村の取組状況等を把握するため、地方農政局等を通じ、全国の

市区町村を対象に毎年、アンケート調査を実施し、その結果を公表している。 

 

③ 食料品アクセス問題に関する調査研究 

農林水産政策研究所において、次のような調査研究等を実施し、取りまとめている。 

ⅰ 「食料品アクセスマップ」（平成 25年 6月更新） 

食料品アクセス問題が日本のどこで生じているのかを全国的に把握するため、ＧＩＳ（地理情

報システム）を活用し、2 分の 1 地域メッシュ（約 500ｍ四方の区画）ごとに、生鮮品販売店舗へ

の徒歩でのアクセスが困難である人口割合を推計した「食料品アクセスマップ」を作成している。

 ⅱ 食料品アクセス問題と高齢者の健康（平成 26 年 10 月） 

現在の傾向が継続した場合の食料品アクセスに困難が想定される人口の推計や、食料品アクセ

スが高齢者の食品摂取の制約となる可能性及び高齢者の健康に及ぼす影響等について、分析して

いる。 

ⅲ 食料品アクセス問題の現状と対応方向（平成 24 年 3 月） 

食料品アクセス困難人口についての地域ごとの推計、全国レベルでの分析等を行っている。 

 

④ 「農山漁村の買物支援マニュアル～地域の買物支援対策モデル～」（平成 24年 3月） 

食料品アクセス問題の解決に取り組みたい者が、取組の進め方の手順を分かりやすく示したマニ

ュアルとして、「農山漁村の買物支援マニュアル～地域の買物支援対策モデル～」を作成し、公表し

ている。 

 

⑤ 暮らしを支える活動に取り組む組織に関する実態調査アンケート（平成 25年度） 

地域の住民が中心となって、コミュニティバスの運行や弁当配達・給配食、買物支援等の生活支

援サービスや高齢者福祉サービスなどの「暮らしを支える活動」に取り組む組織を立ち上げ、運営
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している事例がみられるようになっていることから、総務省と共同で、全国の市区町村にアンケー

ト調査を実施し、取組主体（組織の形態）や取組内容等について把握している（平成 26 年度は総務

省が単独で実施。）。 

 

【補助金等】 

① 食料品アクセス環境改善対策事業（平成 26～28 年度） 

食料品アクセス問題を抱える地域ごとに、流通事業者、地方公共団体及び地域住民等による協議

会を結成し、効果的な対策等を導入するための検討を補助事業として実施するものである。その成

果等は、「買い物困難者対策スタートブック」として取りまとめられ、公表されている。 

 

② 食と地域の交流促進対策交付金（平成 23、24 年度） 

食を始めとする農山漁村の豊かな地域資源を活かし、創意工夫に富んだ集落ぐるみの自立的・継

続的な都市農村交流や地域づくりの取組を支援するため、集落等が行う事業を実施するために必要

な経費の一部について、国（農林水産省）が交付金を交付するものである。 
交付事業のうち、「食と地域の交流促進集落活性化対策」においては、国が定めた 10 種類のメニ

ューから選択して集落等が取組を実施しており、「生活条件確保」（買物の場・交通手段・高齢者見

守り等の生活条件の確保に必要な取組）もメニューの一つに掲げられ、支援対象となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 農村集落活性化支援事業補助金（平成 27 年度） 

住民が主体となった地域の将来ビジョン作成、地域活性化のコーディネーターの育成、地域住民

の意識改革を行うための先進地視察・セミナー参加等及び農村地域において地域のインフラとして

従来から機能してきた組織（集落営農組織等）を活用した、地域の維持・活性化に必要なサービス
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（農産物の庭先出荷、高齢農家に対する声かけや農業資材の購入サポート等）の提供が可能な体制

の構築を支援するため、市町村を含んで構成される地域協議会が実施するこれらの取組について、

国（農林水産省）がその費用の一部を補助するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 都市農村共生・対流総合対策交付金（このうち、集落連携推進対策）（平成 27 年度）、農山漁村振

興交付金（都市農村共生・対流及び地域活性化対策）（28 年度） 

複数の集落、市町村、ＮＰＯ等の多様な主体が連携して形成する集落連合体に対し、農山漁村の

持つ資源を観光、教育、福祉等に活用する地域の活動を総合的に支援するため、これらが行う取組

について、国（農林水産省）がその費用の一部を補助するものである。 

買物弱者対策としては、農産物の庭先集荷や地域内外への食材の供給・配達と組み合わせた配食

サービス等の取組等が支援の対象となり得る。 
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（注） 農林水産省の資料に基づき、当省が作成した。 
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図表 3-(1)-⑪-ア 経済産業省設置法（平成 11年法律第 99号）＜抜粋＞ 

 （所掌事務） 

第四条 経済産業省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 

一～三 （略） 

四 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。 

五～十 （略） 

十一 地域における商鉱工業一般の振興に関すること。 

十二～三十九 （略） 

四十 物資の流通（輸送、保管及び保険を含む。）の効率化及び適正化に関する所掌に係る事務に関

すること。 

四十一～五十六 （略） 

五十七 中小企業庁設置法（昭和二十三年法律第八十三号）第四条に規定する事務 

（中略） 

六十 前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき経済産業省に属させ

られた事務 

２～３ （略） 

 

図表 3-(1)-⑪-イ 中小企業庁設置法（昭和 23年法律第 83号）＜抜粋＞ 

 （所掌事務等） 

第四条 中小企業庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。 

二 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。 

三 中小企業の新たな事業の創出に関すること。 

四～八 （略） 

九 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。 

十～十三 （略） 

２～９ （略） 
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図表 3-(1)-⑫ 買物弱者対策に関連する経済産業省の主な施策 

【制度、具体的な取組等】 

① 「地域生活インフラを支える流通のあり方研究会」（平成 21年 11 月～23 年 5 月） 

流通事業者等を中心とした民間事業者等と地方公共団体等が連携して持続的に行う地域の課題に

対応する事業（宅配、移動販売、地域のコミュニティ活動との連携等）について、「地域生活インフ

ラを支える流通のあり方研究会」を開催し、検討を行っている。 

同研究会では、買物弱者の増加等の問題を解決するためには、流通事業者や地方公共団体等の地

域の主体が連携して事業を実施することが重要であるとの結論に至り、こうした地域の主体の連携

による取組を進めていくため、関係府省が協力しながら、国が取り組むべき点として、①官民連携

ガイドラインの策定、②セミナーや協議会の開催を通じた普及・啓発を提言した「地域生活インフ

ラを支える流通のあり方研究会報告書～地域社会とともに生きる流通～」（平成 22 年 5 月）を取り

まとめ、公表している。 

また、同研究会の主催で、同研究会で検討された内容や課題、今後の展開等について、広く社会

に周知するためのセミナーを全国 3か所で開催している。 

 

② 「買い物弱者応援マニュアル」（平成 22年 10 月、23 年 5 月、27年 3月） 

  地域生活インフラを支える流通のあり方研究会の提言（官民連携ガイドラインの策定）を受け、

平成 22 年 10 月に、先進事例集と買物弱者を継続的にサポートし続けるために参考になると考えら

れる工夫ポイントを内容とする「買い物弱者（買い物難民）応援マニュアル～買い物弱者問題を解

決する 20の先進事例と 7つの工夫ポイント～」を取りまとめ、公表している。 

  その後、平成 23年 5月に新たな四つの先進事例と国・地方公共団体の支援制度等の情報を追加し

た第 2版を、27 年 3 月に第 3 版を公表している。 

 

③ 買物弱者・フードデザート問題等の現状及び今後の対策のあり方に関する調査（平成 26年度） 

買物弱者問題についての先行研究や事例を精査し、問題の実態と課題・対応策を整理することで

問題の解決を促進する目的で、委託事業として「買物弱者・フードデザート問題等の現状及び今後

の対策のあり方に関する調査」を実施した。 

同事業では、地方公共団体の協力を得て、買物に困難を抱える地域の実態と課題を整理し、解決

策について検討する意見交換会を実施したほか、調査結果の説明やディスカッションを内容とする

シンポジウムを全国 9 か所で開催し、最終的な調査結果を、「買物弱者・フードデザート問題等の現

状及び今後の対策のあり方に関する調査報告書」として取りまとめ、公表している。 

 

④ 地方公共団体における買物弱者支援関連制度一覧の取りまとめ、公表（平成 24年度～） 

毎年度、地方経済産業局を通じて地方公共団体の商工系部局に照会して取りまとめた「地方公共

団体における買物弱者支援関連制度一覧」を公表している。 

 

⑤ 地域商店街活性化法に基づく商店街活性化事業計画の認定及びこれに基づく支援 

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律（平成 21 年法律第

80 号。以下「地域商店街活性化法」という。）に基づき、商店街振興組合等が行う地域住民の需要に

応じた事業活動について、経済産業大臣による商店街活性化事業計画の認定、当該認定を受けた計

画に基づく事業に対する支援を行い、商店街の活性化を図っている。 

地域商店街活性化法第 3 条第 1 項の規定に基づき、商店街活性化事業の促進の意義及び基本的な

方向に関する事項、商店街活性化事業に関する事項並びに商店街活性化支援事業に関する事項等を

定めた「商店街活性化事業の促進に関する基本方針」では、「商店街は、（中略）地域の中小小売商

業や中小サービス業を振興するという経済的機能を有するだけでなく、地域住民の生活利便や消費
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者の買物の際の利便を向上させ、地域の人々の交流を促進する社会的機能をも有する存在である。」

として、商店街振興組合等が策定して国の認定を受ける「商店街活性化事業計画」に基づく商店街

活性化事業について、「例えば、（中略）宅配・買物支援サービスの実施、（中略）などの地域住民の

利便に寄与する取組（中略）は、これらが地域住民のニーズを踏まえており、かつ、商店街の活性

化が見込まれるものであれば、商店街活性化事業となり得る。」としている。 

認定商店街活性化事業計画は、平成 27 年度末で 115 件あり、この中には、買物代行、宅配、出張・

移動販売、買物バスの運行等の取組を含んでいるものがみられる。 

 

⑥ 商店街実態調査 

中小企業庁（経営支援部商業課）では、商店街の最近の景況や空き店舗の状況、商店街が抱える

課題など商店街の実態をアンケート調査により明らかにし、今後の商店街活性化施策の基礎資料と

することを目的として「商店街実態調査」を委託事業により実施している（昭和 45年に開始され、

平成 27 年度調査が 12 回目。平成 27 年度調査では、全国 14,655 の商店街から 8,000 を抽出してア

ンケートを実施、有効回答数 3,240 件（40.5％））。 

これによると、平成 27年 11 月 1日現在、「電話・ＦＡＸによる商品の宅配、買物代行」に取り組

んでいる商店街は全体の 4.3％、実施を検討中の商店街は全体の 8.0％となっている。 

 

⑦ （株）全国商店街支援センターによる商店街よろず相談アドバイザー派遣事業の実施 

中小企業関係 4 団体（全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会及び全国商

店街振興組合連合会）が出資し、地域商業の活性化を目指し、地域商店街活性化法認定支援事業、

商店街よろず相談アドバイザー派遣事業などの商店街支援（研修実施、専門家の派遣、人材育成、

セミナー・イベント開催、情報・ノウハウ提供等）を行う「（株）全国商店街支援センター」を設立

している。 

このうち、「商店街よろず相談アドバイザー派遣事業」は、商店街からの要請に応じ、「商店街よ

ろず相談アドバイザー」を現地に派遣して、①商店街活性化のための一般相談及びアドバイス（課

題抽出、現状分析、具体策等の検討）、②活性化の企画等のアドバイス（共同宅配サービスなどを含

む。）等を行うものである。 

 

⑧ ミラサポ 

中小企業・小規模事業者とその支援を行う支援機関や専門家のためのインターネットサービスと

して「ミラサポ」を運営している（委託事業）。ミラサポでは、全国の事業者・専門家などが参加す

るコミュニティでの交流（要会員登録）のほか、中小企業・小規模事業者向け補助金の検索機能（目

的別・地域別等で検索可能）等が設けられており、買物弱者対策に資する取組に活用し得る補助事

業等も検索できる。 

 

【補助金等】 

① 中心市街地再生事業費補助金（このうち、買物環境整備促進事業）（平成 26年度） 

地域住民の買物に関する利便性向上につながる取組を継続的に行う事業に対し、国（経済産業省）

がその費用の一部を補助するものである。特に、①採算性を確保するための具体的な工夫や、他の

事業者等との連携により実施する、②地元地方公共団体、住民団体、地域住民等の関係者が積極的

に参加・協力するという特徴があり、持続可能性の高い事業を優先的に選択している。 
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② 地域自立型買い物弱者対策支援事業（平成 24年度） 

「買い物困難地域」において、①ミニ店舗事業、②移動販売事業、③宅配事業等による買物機会

の提供につながる取組の開始を支援するため、国（経済産業省）がその費用の一部を補助するもの

である。申請に当たっては、①地域の買い物弱者対策に有効であるとの市区町村からの推薦書、②

事業実施地域に生鮮三品等の店舗が不足していることを示す「買い物弱者マップ」の添付を求めて

いる。 

また、①地元地方公共団体・地域住民等が事業運営に積極的に参加・協力するもの、②他の事業

者との連携、高齢者の見守りサービスや宅食、地域での交流拠点の設置といった、地域の基盤的機

能も併せて提供するものといった特徴のある事業を優先的に支援している。 
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③ 地域商業自立促進事業（平成 26、27 年度）、地域・まちなか商業活性化支援事業（地域商業自立

促進事業）（28年度～） 

地域住民等のニーズや当該商店街を取り巻く外部環境の変化を踏まえ、地方公共団体と密接な連

携を図り、商店街組織が単独で、又は商店街組織がまちづくり会社等の民間企業等と連携して行う、

少子・高齢化、地域交流等六つの分野に係る公共性の高い取組について、国（経済産業省）がその

費用の一部を補助するものである。 
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④ 商店街まちづくり事業費補助金（平成 24、25 年度） 

商店街等が地域の行政機関等からの要請に基づいて実施する、地域住民の安心・安全な生活環境

を守るための施設・設備等の整備等を支援するもので、全国商店街振興組合連合会が、国（経済産

業省）からの補助金を受けて基金造成し、その基金を活用して実施する。 

対象となる事業には、高齢者向け御用聞き型宅配サービス施設（移動販売車や店舗等を含む。）も

含まれる。 

 

【買物弱者対策への活用例】 
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⑤ 小規模事業者支援パッケージ事業（小規模事業者持続化補助金）（平成 26年度～） 

小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が、各地の商工会・商工会議

所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の費用の一部について、

国（経済産業省（中小企業庁））が全国商工会連合会及び日本商工会議所を通じて補助するものであ

る。 

車両を活用した移動販売など、実施する区域の市区町村の推薦を受けた買物弱者対策については、

補助上限額を引き上げ、重点的に支援することとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 経済産業省の資料等に基づき、当省が作成した。 
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図表 3-(1)-⑬ 国土交通省設置法（平成 11年法律第 100 号）＜抜粋＞ 

 （所掌事務） 

第四条 国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案

並びに推進に関すること。 

二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関する

こと。 

三 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進（公共事業の入札及び契約の改善を含む。）に関する

こと。 

四 （略） 

五 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関するこ

と。  

六～十六 （略） 

十七 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。 

十八 （略） 

十九 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。  

二十～三十八 （略） 

三十九 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総

合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。  

四十～七十六 （略） 

七十七  道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 

七十八～百二十八 （略） 

２ （略） 
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図表 3-(1)-⑭ 買物弱者対策に関連する国土交通省の主な施策 

【制度、具体的な取組等】 

① 自家用有償運送事業制度 
過疎地域での輸送や福祉輸送といった、地域住民の生活維持に必要な輸送について、それらがバ

ス・タクシー事業によっては提供されない場合に、国土交通大臣の登録を受けた市町村やＮＰＯ等

が、自家用車を用いて有償で運送できることとする制度である。 

自家用有償運送事業制度には、①市町村が行う「市町村運営有償運送」、②ＮＰＯ等が過疎地域そ

の他の交通が著しく不便な地域において行う「公共交通空白地有償運送」、③ＮＰＯ等が身体障害者

等及びその付添人に限って運送する「福祉有償運送」の 3 種類があり、買物弱者対策にも活用され

ている。 

 

② 地域公共交通支援センターホームページ 

地域公共交通の確保・維持に取り組もうとした場合、全国各地における様々な先進事例の情報が

非常に有効であることを踏まえ、出先機関である地方運輸局のネットワークを最大限に活用し、地

域公共交通の確保・維持に係る全国の先進事例や国の支援制度等を一元的に発信するためのホーム

ページ（http://koutsu-shien-center.jp/index.html）を開設している。 

    

③ 「小さな拠点」の形成の推進 

  「小さな拠点」づくりの推進を図るため、次の取組を実施している。 

ⅰ 集落地域における生活支援機能の拠点化、広域連携による持続的な地域づくりに関する調査（平

成 24年度） 

有識者からなる検討会を設置し、「小さな拠点」の形成を通じた持続可能な集落づくりについて

調査検討を行い、その成果として「集落地域の大きな安心と希望をつなぐ『小さな拠点』づくり

ガイドブック」を取りまとめている。 

 ⅱ 「小さな拠点」形成を核とした「ふるさと集落生活圏」の形成推進に関する調査（平成 25、26

年度） 

「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」づくりの実践的なノウハウの蓄積・普及を

図るため、「小さな拠点」づくり等に向けた合意形成・プランづくりの過程における課題やその解

決手法等について、具体的な集落地域を対象としたモニター調査を実施し、そこから得られたノ

ウハウを取りまとめ、これまでのガイドブックを全面改定する形で、「【実践編】「小さな拠点」づ

くりガイドブック」を作成、公表している。 

ⅲ 「小さな拠点」づくりフォーラムの開催（平成 26年度） 

「小さな拠点」づくりを通じた持続可能な集落地域づくりに関する取組の普及とともに、関係

者間の交流・情報交換を図るため、フォーラムを開催している。 
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④ 過疎地域等の集落に関する調査等の実施 

次のような調査等を実施し、その結果を取りまとめ、公表等を実施している。 

ⅰ 長期的な展望を踏まえた集落の多様な生活・コミュニティ確保方策に関する調査（平成 23年度）

集落の将来を見据え、再生・再編に取り組んでいる具体的な事例を調査し、その成果をコミュ

ニティの維持・活性化に取り組む集落の関係者や地方公共団体の活動の参考となるよう、ヒント

集として取りまとめている。 

 ⅱ 日常生活サービス機能が集約した「小さな拠点」事例集（平成 24年度） 

   「道の駅」に隣接して、診療所や介護施設等の日常生活サービス機能が集約した「小さな拠点」

を形成している事例について収集・整理し、事例集として取りまとめている。 

ⅲ 集落地域に関する都市住民アンケート（インターネット調査）（平成 24 年度） 

人口減少、高齢化が進む集落が集まる農山漁村地域に対する都市住民の意識や交流の状況、今

後の交流・活動意向等について、東日本大震災後の変化も含め把握するため、全国の都市住民を

対象にインターネットを通じたアンケートを実施し、その結果を取りまとめている。 

 

⑤ 地方創生萬相談窓口 

地方創生の取組を行うに当たっての地方公共団体からの相談に対し、国土交通省の地方部局（地

方整備局及び地方運輸局）において一元的に対応するため、各地方整備局企画部、各地方運輸局交

通政策部等に「地方創生萬相談窓口」を設置し、国土交通省関連施策について、横断的に対応して

いる。また、他省庁の施策にまたがる取組等に係る相談についても、その相談内容に応じて、関連

施策を担当している部局や関係機関への橋渡し、支援メニューの紹介等を行うこととしている。 
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⑥ 「地域を支える持続可能な物流システムのあり方に関する検討会」（平成 26年 10 月～27年 3月）

等 

「小さな拠点」形成の取組の一環として、過疎地等における事業者とＮＰＯ等の共同による宅配

サービスの維持・改善や、買物弱者支援等にも役立つ新たな物流システムのあり方を検討するため、

有識者等による検討会を開催し、その成果として、平成 27 年 3 月に報告書を取りまとめ、公表して

いる。同報告書では、今後、過疎地等における持続可能な物流サービス・生活支援サービスの提供、

地域経済の活性化を実現するための取組がその重要性を増しているとして、「小さな拠点」を核とし

た新たな共同配送スキームの構築及び公共交通を活用した貨客混載の導入や自家用自動車の活用に

より、物流の効率化、生活支援サービスの維持・向上、地域経済の循環促進を実現する必要がある

こと、これらを進めるための地域における関係者からなる協議スキームを検討する必要があること

等を提言している。 

また、同報告書の提言を踏まえ、①域外からの商品の集落への共同宅配、②地域商店への商品の

集荷・集落への運送及びこれと併せた生活支援サービスの提供、③バス等を活用した新たな貨物輸

送サービスの提供等、複数のサービスに係る輸送を複合化することによって輸送の効率化を実現す

るものを内容とするモデル事業を実施する地域を、公募により 5 地域選定し、当該地域における協

議会の設立や試験的な運行の実施等により、実践的なノウハウの蓄積等を進めている。 

モデル事業では、買物代行・買物送迎・配食サービスの複合的実施、地域特産品の集荷・高齢者

等の安否確認等と御用聞き（買物代行）の複合的実施、大手物流事業者による買物代行・一括配送

等が行われ、平成 28 年 5月に報告書が取りまとめられている。 

このほか、高齢者の多い地域等において、地方公共団体等と物流事業者が連携し、買物支援や高

齢者の見守り等、地域の維持・活性化に向けた取組を行う例を収集・整理し、ホームページで紹介

している（http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000046.

html）。 
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⑦ 重点「道の駅」 

「道の駅」（地域の創意工夫により道路利用者への安全で快適な道路交通環境を提供し、地域の振

興に寄与する施設で、国土交通省の登録を受けたもの）のうち、地域活性化の拠点となる優れた企

画があり、今後の重点支援で効果的な取組が期待できるものについて、重点「道の駅」として選定

し、その取組を広く周知するとともに、取組の実現に向けて、地方公共団体や関係機関による協議

会等を設け、複数の関係機関の所管する制度の活用等について、ワンストップで相談できる体制を

整備したり、道路区域内の駐車場、休憩施設、トイレ、道路情報提供施設等について、社会資本総

合交付金等を活用する等の支援を行っている。 

重点「道の駅」の中には、買物弱者対策に取り組んでいるものがみられる。 

 

【買物弱者対策への活用例】 

 
 

【補助金等】 

① 地域公共交通確保維持改善事業（平成 23 年度～） 

生活交通の存続が危機にひんしている地域等において、地域の特性・実情に最適な移動手段が提

供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害

の解消等がなされるよう、地域公共交通の確保・維持・改善を支援することを目的とした事業であ

り、赤字路線バスの運行事業者への補助、バス車両の更新費用や路線バスからデマンド型交通への

転換に要する費用への支援等がある。 

買物弱者対策に関連するものとしては、地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを

確保・維持するため、地域間交通ネットワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通の運行を

行う等の事業者に対し、国（国土交通省）がその費用の一部を補助するものがある。 

 

② 「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業（集落活性化推進事業費補助金）

（平成 20年度～） 

公益サービス機能を維持確保するため、廃校舎等の遊休施設を活用した既存公共施設の再編・集

約に係る改修費のほか、生活圏の維持・再生に必要な機能を施設の再編・集約と併せて導入するこ

とや、再編・集約に伴う廃止施設の除却等について補助するものであり、集落コンビニエンススト

ア等を設置することなども対象となり得る。 
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（注） 国土交通省の資料等に基づき、当省が作成した。 

 

 

 

図表 3-(1)-⑮ 関係府省における買物弱者対策が主たる目的であると考えられる事業 

府省名 事業の名称 

農林水産省 食料品アクセス環境改善対策事業（平成 26～28 年度） 

経済産業省 
中心市街地再生事業費補助金（このうち、買物環境整備促進事業）（平成 26年度）

地域自立型買い物弱者対策支援事業（平成 24 年度） 

（注） 1 当省の調査結果による。 

    2 各事業の詳細は、図表 3-(1)-⑩及び図表 3-(1)-⑫参照。 
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